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条例の
章立て

箕面市条例案
他自治体の手話言語条例等の特徴

（令和２年 3月 17 日に本部会で出た意見）

他自治体の多様な
コミュニケーション条例の特徴
（今後、本部会で意見交換予定）

検討の視点
〈箕面市の条例に必要か〉

前文 手話は言語である
手話は、音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独
自の語彙や文法体系を持つ言語である。手話を使うろう者にとって、
手話は、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な意思疎通のた
めの手段である。
しかしながら、手話は、過去にろう学校において使用が禁止され
る等、ろう者にとって必要な言語として認められてこなかった長い
歴史がある。そのため、ろう者にとっては、自らの言語で意思疎通
を図ることができないなど、日常生活や社会生活を営む上で様々な
困難を余儀なくされてきた。
我が国が批准した障害者の権利に関する条約（平成二十六年条約
第一号）において、「「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態
の非音声言語をいう。」と定義された。これにより、手話は言語であ
ることが、国内外で広く認められることとなった。
箕面市は、ろう者が日常生活や社会生活を営む上で大切な言語で
ある手話に対する市民の理解を深め、ろう者があらゆる機会で手話
を使用し、意思疎通を図ることができる社会の実現に努めるものと
する。

障害者の意思疎通を促進する
～～～～以下省略～～～～

〈前文〉【沖縄】
・沿革が良い
・前文は特徴があり分かりやすいものになっている
・ろう者の高齢者は文章が苦手で手話も知らない人がいるから手話を
普及させる、ということが前文で分かる
・前文に歴史がしっかり書いてある〈風疹でろう者の子が増えた歴史
も〉
・前文があることで地域の独自性がよく理解できる
・前文に地域性がある。汎用的ではないがこの地域に即したもの
〈第一言語〉【国】
・第一言語と日本語習得後の区別
・乳幼児期から第一言語として手話を学ぶために必要な条文
・第一言語という書き方がされている
・児童への支援をもりこんでいる点特に手話を第一言語としていると
ころ
〈その他〉【沖縄】
・第1条手話が言語であるということがわかりやすく記載されている
〈その他〉【国、府】
・前文がない

・箕面市条例案には「手話は・・・言
語である」と記載している。

総則 第１章 総則
第１条 目的
この条例は、手話及び手話以外の障害の特性に応じた意思疎通の
ための手段についての基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事
業者等の役割を明らかにすることで、それぞれが障害者にとっての
意思疎通に関する社会的障壁の除去に努め、障害者にとって障害の
特性に応じた意思疎通のための手段を利用しやすい環境を構築し、
もって全ての人々が支え合い、共に生き、共に暮らす地域社会を実
現することを目的とする

箕面市条例案と他自治体の手話言語条例等の特徴の比較
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第２条 定義
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に
定めるところによる。
一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）
その他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）がある
者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は
社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
二 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を
営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観
念その他一切のものをいう。
三 ろう者 手話を言語として日常生活又は社会生活を営む聴覚
障害者をいう。
四 意思疎通手段 言語（音声言語及び手話以外の非音声言語を
いう。）、文字の表示、点字、触覚を使った意思疎通、拡大文字、
利用しやすいマルチメディア並びに筆記、音声、平易な言葉、
朗読その他の補助的及び代替的な意思疎通の形態、手段及び様
式 （利用しやすい情報通信機器を含む。）をいう。
五 事業者等 市内に事務所又は事業所を有し、事業を行う個人
及び法人その他の団体（国及び地方公共団体を除く。)をいう。
六 学校等 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条
に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校（高等
課程を置くものに限る。）、児童福祉法（昭和二十二年法律第百
六十四号）第三十九条第一項に規定する保育所、就学前の子ど
もに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平
成十八年法律第七十七号）第二条第六項に規定する認定こども
園及び子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）
第七条第五項に規定する地域型保育事業を行う事業所をいう。
七 合理的な配慮 障害者が他の者との平等を基礎として全ての
人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するた
めの必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合におい
て必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負
担を課さないものをいう。
八 意思疎通支援者 手話通訳者、要約筆記者、点訳者、音訳者、
盲ろう者向け通訳・介助員その他障害の特性に応じた意思疎通
のための手段を用いて障害者の意思疎通を支援する者をいう。
九 災害 災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）
第二条第一号に規定する災害をいう。
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第３条 基本理念
手話及び意思疎通手段の選択と利用の機会の確保は、障害の有無
にかかわらず相互の違いを理解し、その個性と人格とを互いに尊重
することを基本として行われなければならない。
２ 手話及び意思疎通手段を利用する人が有している障害の特性
に応じて意思疎通を円滑に図る権利は、最大限尊重されなけれ
ばならない。
３ 手話の普及は、手話が独自の言語体系と歴史的背景を有する
文化的所産であると理解されることを基本として行われなけれ
ばならない。

第４条 市の責務
市は、前条の基本理念にのっとり、次に掲げる施策を推進するも
のとする。
一 手話及び意思疎通手段に対する市民及び事業者等の理解を促
進するための施策
二 障害者が手話及び意思疎通手段を選択して利用する機会が確
保され、情報を取得し、利用することができる環境の整備を促
進する施策
三 市が主催する行事等において、意思疎通支援者の配置を進め
る施策
四 災害その他非常の事態の場合において、障害者に対しその安
全を確保するため必要な情報が迅速かつ的確に伝えられるよう
にするための施策

第５条 市民の役割
市民は、次の各号に掲げる事項に努めるものとする。
一 手話及び意思疎通手段に対する理解を深めること。
二 障害者が、手話及び意思疎通手段を選択して利用する機会が
確保され、情報を取得し、利用することが、障害者の日常生活
及び社会生活にとって必要不可欠であることを理解すること。
三 相互に手話及び意思疎通手段を利用することを尊重するこ
と。
四 手話及び意思疎通手段の普及及び利用の促進に係る市の施策
に協力すること。

〈普及・啓発〉【沖縄】
・ろう者等による普及啓発についても書かれている
・歴史をふまえて手話の普及。手話通訳が必ず必要と書いてある

・今後の施策推進時のために、第三項
では「相互に手話及び意思疎通手段
を利用することを尊重すること」と
広義的に記載している。

第６条 事業者等の役割
事業者等は、次の各号に掲げる事項に努めるものとする。
一 手話及び意思疎通手段に対する理解を深めること。
二 障害者が、手話及び意思疎通手段を選択して利用する機会が
確保され、情報を取得し、利用することが、障害者の日常生活
及び社会生活にとって必要不可欠であることを理解すること。
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三 障害者が手話及び意思疎通手段を利用できるよう、合理的な
配慮を行うこと。
四 手話及び意思疎通手段の普及及び利用の促進に係る市の施策
に協力すること。

第７条 意見の聴取
市は、第四条各号に規定する施策の内容の検討及び見直しに当た
り、障害者並びにその他の関係者及び関係団体の意見を聴くものと
する。

〈協議会〉【沖縄】
・推進協議会を置くこと
・協議会を置く
・8条、条例の見直しにおいて協議会の設置が必要なので8条は不可欠
・協議会の構成などが明確でよい
・「第8条沖縄県手話施策推進協議会を置く」箕面市も同じく 協議会
が必要
〈その他〉【国】
・各自治体に当事者、関係者の意見を聞かねばならないとしている

・沖縄県の「諮問」とは条例ではなく、
手話推進計画に関するもの。
・箕面市では会議体を条例で定める場
合は、市長からの諮問等に対して答
申等を行う市の付属機関としてお
り、障害福祉等の施策の推進や見直
しについては、箕面市保健医療福祉
総合審議会が総合的に審議する諮
問機関として設置されている。

第８条 財政上の措置
市は、第四条各号に規定する施策を推進するため、予算の範囲内
において、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

〈その他〉【沖縄】
・10 条財政上の措置は必要

・箕面市条例案第 8条に記載されてい
る。

施策
〈手話言語〉

第２章 手話の利用環境の整備等
第９条 手話を学ぶ機会の提供
市は、市民及び事業者等が、手話に対する理解を深め、手話を習
得できる環境を整備するため、関係機関と協力し、市民及び事業者
等に手話を学ぶ機会を提供するものとする。

〈習得〉【府】
・場面毎に習得の機会がある
・習得に特化している
・手話の習得に絞っている
・言語としての手話の認識の普及及び習得の・略・条例を箕面用に作
れば良い
〈乳幼児〉【府】
・乳幼児期から保護者と共に手話を習得することのできる機会の確保
・「乳幼児期から」の記載がある
・こめっこ事業を展開するきっかけとなった
〈事業所〉【府】
・事業者への手話の習得の機会を増やすことで社会への手話の理解が
深まるので必要
・職場においても情報の提供、助言などの支援に触れている
〈その他〉【国】
・音声言語を習得した後の障害にも言及している
・習得に関する施策の推進が目的
・中途失聴者が手話を習得する機会を作るための施策を推進するため
必要不可欠

・箕面市条例案には、乳幼児期等の具
体的な記載はないが、今後の施策推
進時のために広義的に記載してい
る。
・〈習得〉について大阪府の記載や実施
事業がある中で、箕面市も記載する
と内容が重複する。
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第１０条 学校等による手話に対する理解の促進
市は、学校等が手話に対する理解の促進を図る機会を提供するた
め、学校等に対し、情報の提供、技術的な助言その他必要な支援を
行うものとする。

〈学校〉【府】
・学校において総合的な学習の時間、特別活動、部活動についても書
いている
・学校による手話の習得の機会の確保への支援
〈教師養成〉【沖縄】
・6条手話で教える人材の確保は極めて重要
・誰が教えるか、教師のスキルアップ
・手話を学ぶ機会だけでなく、養成についても記載されている。より
踏み込んだ内容ととれる
〈その他〉【国】
・手話で学ぶためには手話で教える教師の配置、養成が必須なので条
文として良い
・ろう者である教職員の養成、手話の能力を有する教職員の充実に対
しても施策を考える

・大阪府条例の対象は聴覚障害者が在
学する府内の全学校であるため、箕
面市も対象になる。

第１１条 事業者等による手話に対する理解の促進
市は、事業者等が手話に対する理解の促進を図る機会を確保する
ため、事業者等に対し、情報の提供、技術的な助言その他必要な支
援を行うものとする。

第１２条 手話による情報発信等
市は、市が主催する不特定多数の参加者を対象とする行事等にお
いて、手話による情報発信が必要であると市長が判断した場合は、
手話通訳者を配置するものとする。
２ 市は、ろう者が市の機関又は窓口において手続、相談等を行う
ときは、手話を利用することができるよう、手話通訳者による支援
その他の必要な措置を講ずるものとする。
第１３条 手話による意思疎通支援
市は、ろう者が医療機関を受診するとき等、ろう者の日常生活及
び社会生活において手話による意思疎通の支援が必要であると市長
が判断した場合は、手話通訳者の派遣を行うものとする。

第１４条 手話通訳者の配置支援
市は、障害者団体等が主催する行事等において、当該行事等が障
害者の社会参加の促進に資するものであると市長が判断した場合
は、手話通訳者の配置を支援するものとする。

第１５条 手話通訳者の確保と養成
市は、関係機関と協力し、手話通訳者の確保と養成に努めるもの
とする。
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施策
〈コミュニ
ケーション〉

第３章 意思疎通手段の利用環境の整備等
第１６条 意思疎通手段を学ぶ機会の提供
第１７条 学校等による意思疎通手段に対する理解の促進
第１８条 事業者等による意思疎通手段に対する理解の促進
第１９条 意思疎通手段による情報発信等
第２０条 要約筆記による意思疎通支援
第２１条 要約筆記者の配置支援
第２２条 手話通訳者以外の意思疎通支援者の確保と養成

条例施行方
法

第４章 雑則
第２３条 委任
その他 〈手話推進の日〉【沖縄】

・9条手話推進の日は必要不可欠
・手話推進の日を定める
・手話推進の日を明記している
・手話の日の設定〈毎月〉
〈手話の日〉【国】
・手話の普及のために必要
・手話の日を定める
・手話の日を設けている、その日を有効に使おうとすること
〈文化・保存・交流〉【国】
・11条に手話言語を国際交流に用いること、また促進することを盛り
込んでいる
・4、5条は手話文化を保存継承していくために必要
・手話文化の保存の基本理念、国、地方公共団体の責務を明らかにし
ている
・手話文化の継承、発展
・調査研究、国際交流がある

・〈手話の日〉〈文化・保存・交流〉を
箕面市条例案に記載するべきか。

〈具体的〉【府】
・子どもへのネットワーク、子どもへの手話講座、ＣＳＲ活動、はっ
きり施策がある
・具体的な施策
・3～5条で実効性のあるものを打ち出している点が良い
・実効性のあるもののため、実際の施策をうつことができている
・施策がはっきりある

・「子どもへのネットワーク、子どもへ
の手話講座、ＣＳＲ活動」は条例を
元にした施策であり、条例に記載さ
れたものではない。
・具体的に記載した場合、新しい課題
が生まれた時に対応できないため、
箕面市条例案の施策は広義的に記
載している。
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〈分かりやすい〉【国】
・コミュ条例と手話言語条例がわかれていて分かりやすい
・シンプルで分かりやすい〈コミュニケーション手段との役割分担〉
〈分かりやすい〉【沖縄】
・手話だけが分かりやすい

〈その他〉【府】
・これらのはっきりした施策はコミュ条例に合わない
・手話が言語でありながら認識されていないことに立脚し、すみ分け
ている
〈その他〉【沖縄】
・計画を作る
・ろう者とろう者以外のものが共生することのできる地域社会を実現
するという目的
・努めるものとするがついているのは評価できない点
〈その他〉【国】
・情報コミュ条例には入れられない基本的施策が含まれている

〈その他〉【国】
・目的として国、自治体の責任を明らかにしている

・箕面市条例案第４条に市の責務を記
載している。


